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科衛生士会、栄養士会などのご尽力
にも期待したいと思っています。
　「リハビリ、口腔、栄養の一体的取
り組みの推進」はより効果的な重度化
予防の一環という意味があるわけです
が、中等度、重度の認知症の方々の
食支援への加算新設も必要だと思って
いますし、次回改定では期待したいと
ころです。
　例えば、認知症の影響で摂食に影
響が出てきたときに、ご家族やスタッフ
がどのようにケアできるのか、ショート
ステイ利用時にどれだけ食べられるの
か。高齢期になると唾液の分泌量も少
なくなってきますが、例えば重度の認知
症の方でも昔の歌を歌ったりできる人もい
ますし、可能な口腔ケアもあります。そう
した情報を支援者とケアマネジャーが共
有していくことも大切です。

　　　法定研修のカリキュラムに誤嚥

性肺炎の予防が入りました。

　高齢者を支えるうえで不可欠な視点
なので、それ自体はよいことだと思いま
す。そのうえでですが、誤嚥性肺炎で
もなる経緯や段階がケースによって異な
るので、そのことが現場でどう教育され

マネジャーとしてどのように家族やチー
ムで共有し、活かすか。その舵取りが、
ケアマネジャーの大きな役割になってく
ると思います。口腔や栄養については、
意識はしていても、ともすると落とされ
がちな要素だったと思います。それが
昨今、オーラルフレイルや低栄養、誤
嚥性肺炎などへの視点が浸透してきま
した。よい方向だと思います。

　　　居宅療養管理指導では歯科衛

生士・管理栄養士の通所サービス利

用者への適用の拡充、歯科衛生士の

がん末期患者への介入の充実といった

変更があり、今年6月1日からの施行

予定です（図表3）。これについてはい

かがですか。

　とても重要なことですが、社会資源、
マンパワーの面で難しい地域もあるの
ではないかとも思います。
　訪問に対応していただける歯科衛生
士や管理栄養士を確保できるか。これ
については地域格差が著しいのではな
いでしょうか。マンパワーの面でもう少
し充実が図られていくと、より広く展開
が可能になるのではないかと思います。
そのために、地域の歯科医師会、歯

お話を聞いた人

口腔・栄養面での
介護報酬改定の影響

　　　2024年度口腔・栄養関連の

介護報酬改定では、まず口腔連携強

化加算が新設されました。これは、一

定の要件のもと職員が利用者の口腔

状態をチェックし、その情報を歯科医師

やケアマネジャーへ提供すると算定でき

るもので、訪問介護、訪問看護、訪

問リハ、定期巡回・随時対応サービス、

ショートステイが対象です。ケアマネジ

ャーへの影響をどうお考えになりますか。

　これは、ケアマネジャーが算定する
のではなく対象の事業所が算定できる
ものですが、情報量は増えると思いま
す（図表1・２）。その、来る情報をケア
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「リハビリ、口腔、栄養の一体的取り組みの推進」のもと加算新設や要件変更など
があった介護報酬改定。居宅ケアマネジャーには口腔連携強化加算新設での情報増
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